
- 1 -

文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領

昭和５９年９月７日 文教施第７２号

教育助成局長裁定

改 正 平成 ７年 ２月１５日

平成１０年１２月１４日

平成１２年 ６月２９日

平成１３年 １月 ６日

平成１９年 ５月３１日

平成２０年 ４月２４日

平成２１年 ７月 ２日

平成２７年 ４月１４日

平成２８年 ５月１０日

最終改正 平成２９年 ５月 ８日

第１ 趣旨

文部科学省所管の公立学校施設災害復旧費算定の基礎となる調査については，

公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和 28年法律第 247号。以下「法」という。），

同法施行令（昭和 28年政令第 373号。以下「令」という。）及び同法施行規則（昭

和 30年文部省令第 2号）に定めるもののほか，この要領の定めるところによる。

第２ 災害原因の調査

災害原因については，法の対象となる災害であるかどうかを地域的にその因果

関係につき留意して調査を行ない，あわせて被災施設の原形及び被災状況につい

ても十分な調査を行うものとする。

第３ 災害復旧事業の採択範囲

災害復旧事業の採択に際し，降雨，暴風，こう水，高潮，津波又は大火による

災害で次の各号の一に該当しないものは，原則として採択しない。

(1) 降雨による災害にあっては，最大 24 時間雨量 80 ミリメートル以上の降雨に

より発生した災害。ただし，最大 24 時間雨量 80 ミリメートル未満の降雨によ

り発生した災害であっても，連続雨量若しくは時間雨量が特に大である場合は，
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この限りでない。

(2) 暴風による災害にあっては，最大風速 15メートル以上の風により発生した災

害。

(3) 河川の決壊等によるこう水又は異常な高潮若しくは津波により発生した災害

で，被災の程度が比較的軽微と認められないもの。

(4) 大火による災害にあっては，次の各号のすべてに該当する火災とする。

ア 火災をこうむった市町村に対して災害救助法が発動されていること。

イ 当該市町村の所有する公共用又は公用の建物の総面積に対する当該建物の

被災面積の比率が大きいこと。

ウ 当該市町村の被災前（最近）標準税収入額に対する当該市町村の所有する

学校施設の被害金額の比率が大きいこと。

第４ 災害復旧事業の対象となる施設

災害復旧事業の対象となる施設とは，公立学校（幼稚園，小学校，中学校，義

務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，大学及び高等専門学校と

する。）の使用施設（共同利用施設（学校共同調理場，学校共同寄宿舎及び産業教

育共同実習場をいう。）を含む。）で当該設置者の所有に係る次に掲げるものをい

う。

１ 建物

土地に定着する工作物のうち，柱，はり，屋根を有し，かつその一部または

全部が，壁，建具等によって風雨を防ぎうる（壁，建具等がなくても定常的に

室内的用途に供している場合は，風雨を防ぎうるものとする。）内部の高さ 2.0

メートルを超える独立した構造物（簡易な小規模構造物を除く。）の校舎（調理

場を含む。），屋内運動場及び寄宿舎で当該学校の使用に供されているもの。

２ 建物以外の工作物

土地に定着する工作物のうち，建物および土地造成施設を除いたものをいう。

３ 土地

建物等の敷地，運動場，実験実習地その他学校の用に供する土地をいい，こ

れに付随する土地造成施設を含む。

４ 設備

教材，教具，校具等をいう。

第５ 復旧費算出の原則

復旧費は，被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則とするが，
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原形に復旧することが不可能な場合においては，当該施設の従前の効用を復旧す

るための施設をするものとして算出し，原形に復旧することが著しく困難である

か又は不適当である場合においては，当該施設に代るべき必要な施設をするもの

として算出する。

１ 原形に復旧するとは，被災前の位置に被災施設と形状，寸法及び材質の等し

い施設に復旧することをいう。

ただし，法第５条第２項の規定による建物の構造を改良する場合も原形復旧

とみなす。

２ 原形に復旧することが不可能な場合において，当該施設の従前の効用を復旧

するための施設をするとは，次の各号に掲げる工事を施行することをいう。

(1) 原形の判定が可能な場合

① 原施設が被災し，地形地盤の変動のため，その被災施設を原形に復旧す

ることが不可能な場合において，法長若しくは延長を増加し，根継をし，

陥没した沈下量をかさ上げし，基礎工法を変更する等形状若しくは寸法を

変更して施行する工事又はこれに伴い材質を改良して施行する工事若しく

は排水工，山留工等を設けて施行する工事

② その他前号に掲げるものに類する工事

(2) 原形の判定が不可能な場合

原施設が流失又は埋没し，原形の判定が不可能な場合において，被災地

及びその附近の残存施設等を勘案し，被災後の状況に即応した工法により

施行する工事

３ 原形に復旧することが著しく困難な場合において，当該施設に代るべき必要

な施設をするとは，次の各号に掲げる工事を施行することをいう。

(1) 土地が被災し，地形地盤の変動のため又はその施設の除却が困難なためそ

の被災施設を原形に復旧することが著しく困難な場合において，当該施設の

従前の効用を復旧するため位置又は法線を変更し施行する工事又はこれに伴

い形状若しくは寸法を変更し，若しくは材質を改良して施行する工事，若し

くは排水工，山留工等を設けて施行する工事

(2) その他前号に掲げるものに類する工事

４ 原形に復旧することが著しく不適当な場合において，当該施設に代るべき必

要な施設をするとは，次の各号に掲げる工事を施行することをいう。

(1) 建物の補修，工作物の復旧の場合

① 主要構造部分が折損し又は傾斜し，その被災施設を原形に復旧すること

が著しく不適当な場合において，当該施設の従前の効用を復旧するため，
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添柱，方杖，バットレス，水平筋違，筋違等補強して施行する工事

② 建築基準法その他建物保安上の諸法令の規定により被災施設を原形に復

旧することが著しく不適当な場合において施行する必要最小限度の工事

③ 被災施設が立地条件の悪化等により過去３回以上浸水被災し，原形に復

旧することが著しく不適当な場合において，木造床をコンクリート床とす

る等耐水工法で施行する必要最小限度の工事

④ その他前各号に掲げるものに類する工事

(2) 土地の場合

① 土地が被災し，地形地盤の変動等のため，その被災施設を原形に復旧す

ることが著しく不適当な場合において，当該施設の従前の効用を復旧する

ため，位置若しくは法線を変更し，形状若しくは寸法を変更し，又は材質

を改良して施行する必要最小限度の工事，排水工，山留工等を設けて施行

する工事

② 被災施設が地すべり崩壊等により著しく埋そく又は埋没したため，その

被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において，当該施設

の従前の効用を復旧するため，土砂止等を設けて施行する工事

③ その他前各号に掲げるものに類する工事

第６ 復旧費算出の基準

復旧工事費算出は１つの学校ごとに（学校共同利用施設は当該施設ごとに１つ

の学校として扱う。以下同じ。）行う。

１ 建物

(1) 新築復旧

建物が全壊又は半壊した場合においては，復旧に要する経費を基準計算額

と特例計算額に区分して算出する。

ア 基準計算額とは，建物の区分ごとに児童等１人当たりの基準面積に被災

時の当該学校の児童等の数を乗じた面積（小学校，中学校の校舎又は屋内

運動場の場合は被災時の当該学校の児童等の数に基づいて算出された標準

学級数に応ずる面積）又は当該学校の被災時の面積のうちいずれか少ない

面積から残存面積を控除した面積に１平方メートル当たりの新築単価（申

請構造単価が所定構造単価を下回るときは申請構造単価とする。（特例計算

において同じとする。））を乗じた額をいう。

イ 特例計算額とは，残存面積のうち児童等の教室に使用することができる

部分が極めて少ないとき，当該学校の児童等の数が著しく増加することが
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明らかなとき，被災した面積に比して基準計算により算出された面積が極

めて少ないとき又は文部科学大臣が特に必要があると認める場合において，

復旧を必要とする面積（被災面積を限度とする。）から基準計算により算出

された面積を控除した面積に１平方メートル当たりの新築単価を乗じた額

をいう。

(2) 補修復旧

建物の被災状態が新築復旧の必要のない被害の場合においては，当該補修

に要する経費を第９単価歩掛りにより算出する。なお，再使用可能の残材が

あるときは，これを使用することとして復旧費を算出することとする。

２ 建物以外の工作物

建物以外の工作物が被災した場合においては，その新築又は補修に要する経

費を第９単価歩掛りにより算出する。

３ 土地

土地が被災した場合においては，その復旧に要する経費を第９単価歩掛りに

より算出する。

４ 設備

設備が被災した場合においては，復旧に要する経費を基準計算額と特例計算

額とに区分して算出する。

ア 基準計算額とは，児童等１人当たりの基準額に被災時の当該学校の児童

等の数を乗じて得た額に建物の被害の程度の区分に応じた割合及び被災し

た建物を被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対す

る割合を乗じて得た額をいう。

（注）基準計算額算出は建物の被害の程度区分ごとに，次の算式によって

得た金額の合計額である。

Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ＝Ｘ

Ａ＝令別表第２に定める児童等１人当たりの基準額

Ｂ＝令別表第３により補正を行った後の被災時における児

童等の数

Ｃ＝令別表第４に定める建物の被害の程度ごとに区分した

面積の全面積に対する割合

Ｄ＝令別表第４に定める建物の被害の程度の区分に応じた

設備費の基準額に乗ずべき割合

イ 特例計算額とは，建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく

大きいとき又はその他特別の事由により基準計算額のみにより復旧費を算
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出することが著しく不適当と認められる場合において，次により算出した

額をいう。

(ア) 船（ボート類を除く。）

Ａ 船が流出，沈没（引揚不能）又は全壊した等のため，新たに建造を

要する場合においては，別途指示する単価により算出した額

Ｂ 船が沈没して引揚を必要とする場合において，引揚に要する経費

Ｃ 船が破損して補修又は補強を必要とする場合においては，補修又は

補強に要する経費

(イ) 設備復旧費算出の基礎となる建物の被害が令別表第４に定める「建物

の被害の程度の区分」に該当しない場合において，実被害額が都道府県

立の学校にあっては 60 万円，市町村立の学校にあっては 30 万円を超え

る場合には実被害額を限度とする範囲内で復旧を必要とする額

(ウ) 基準計算額が実被害額以下となる場合において，基準計算額を超え実

被害額までの額を限度とする範囲内で復旧を必要とする額。ただし，本

項の実被害額には船（ボート類を除く。）の被害額は含まないものとする。

(エ) 大学（短期大学，高等専門学校を含む。）の設備復旧に要する経費は実

被害額

第７ 建物の被害区分

建物復旧費算定の基礎となる被害区分は次のとおりとする。

１ 全壊

建物の全部又は一部が滅失又は倒壊し，新築して復旧する必要のある状態に

あるもの。

２ 半壊

建物の主要構造部が被災し，補強して復旧することが著しく困難又は不適当

で改築しなければならない状態にあるもの。

３ 補修（大破以下）

(1) 大破

建物の主要構造部が被災し，補強して復旧することが可能な状態にあるも

の。

(2) 大破にいたらないもの

建物の主要構造部の一部又はそれ以外の部分が被災し，補修又は補強して

復旧することが可能な状態にあるもの。
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第８ 調査前施行工事

現地調査前においてすでに施行済み又は施行中の工事については，その工事が

本工事の全部又は一部となるもののみを被害写真等により状況を確認して復旧費

算出の対象とする。

この場合において，当該工事の精算額又は精算見込額が算出した復旧費を下回

るときは，精算額又は精算見込額をもって復旧費とする。

第９ 調査事務取扱

１ 調査の方法

(1) 文部科学省の調査に対して財務局，福岡財務支局又は沖縄総合事務局が立

会するものとする。

(2) 調査は，原則として実地にて行うものとするが，申請額が 200 万円未満の

箇所又はやむを得ない理由により実地調査が困難である箇所については，現

地教育事務所等において机上にて調査を行うことができる。この場合には，

写真，設計書等により被災の事実，被災の程度等を十分検討のうえ慎重に採

否を決定するものとする。

２ 復旧事業費の範囲

復旧事業費とは，復旧工事費（本工事費，附帯工事費及び設備費）及び事務

費の合計額とする。

(1) 復旧工事費

ア 本工事費

事業の主体をなす施設の工事（工事に必要な仮設工事を含む。）の施行に

直接必要な労務費，材料費（材料の運搬費及び保管料を含む。）及び用地費，

補償費，土地の借料並びに機械器具損料，営繕損料のほか諸経費（別表諸

経費率）を含むものとする。

イ 附帯工事費

本工事に附帯して設ける工事（工事に必要な仮設工事を含む。）に要する

経費（諸経費を含む。）とする。

ウ 設備費

教育活動を行う上に必要な教材，教具，校具等の費用とする。

(2) 事務費

法第４条に規定する事務費は，事業を施行するための事務に要する経費と

する。

３ 単価
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(1) 建物の新築復旧の単価

建物の新築単価は，毎年度指示する単価による。

(2) (1)以外の復旧の単価

労務及び資材単価は，公共土木施設災害復旧事業費の算定に使用する単価

による。ただし，その単価の定めのない資材については，現地適正単価によ

る。

４ 歩掛り

建物（新築復旧を除く。）及び建物以外の工作物については公共建築工事積算

基準等で定められる歩掛りにより，土地については公共土木施設災害復旧事業

費の算定に使用する歩掛りによる。

５ 調査結果の報告

調査終了後５日以内に本省あて別紙様式１により報告書を提出すること。た

だし，次の各号に該当する場合は別紙様式２により報告書を提出すること。

(1) 災害復旧事業の採否について，事務上又は技術上更に検討を加える必要があ

ると考えられる場合

(2) １校当たりの調査額が１億円以上となる場合

第10 経過措置

１ 教員住宅

学校設置者の所有に係る教員住宅で現に校地内に所在するもの及び機能的に

同一校地内とみなされる位置に所在するもので，教育上，学校管理上の理由に

より引続き原位置に存置する必要のあるものの災害については，当分の間，調

査の対象とする。

２ 特定学校借上施設

(1) 学校設置者が国の所有に係る施設を学校施設として恒久的に専用している

場合並びに都道府県立の定時制高等学校及び高等学校の定時制課程が市町村

の所有に係る施設を学校施設として恒久的に専用しているものの当該施設の

災害については，当分の間，調査の対象とする。

(2) 設置者が維持管理の責任を有する借用土地に被害があった場合は，当該復

旧費を調査の対象とし，これの報告に当該借用土地の維持管理が設置者の責

任であることを証する資料を添付のこと。

３ 応急仮設校舎等

校舎の新築復旧工事又は補修復旧工事（構造体の補強等による大規模なもの

に限る。）完了まで長期間を要する見込の場合，当該期間中の教室等の不足によ
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る授業の中断又は二部授業を避けるための仮教室，仮間仕切，仮便所，仮職員

室等の工事を調査の対象とする。

(1) 仮教室

必要最小限度の室数

(2) 仮職員室等管理関係室

必要最小限度の室数

(3) 仮便所

男女別に最小限度の広さ

(4) 仮間仕切壁

前記(1)又は(2)の用途に供するための残存建物内への仮間仕切壁

４ 幼保連携型認定こども園

（1）幼保連携型認定こども園については、災害時においても幼稚園と同様に学

校教育の円滑な実施を確保する必要があることから当該施設の災害について

は、当分の間、調査の対象とする。

（2）調査の対象となるのは幼保連携型認定こども園の施設における学校として

教育を実施する部分とし、他と区分することが困難な場合には、就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年

法律第 77号）第 16条に基づき市町村が都道府県知事へ届出した利用定員の

総数に占める子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 19 条第 1

項第 1号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の割合により、当該対

象事業の範囲を定めるものとする。

第11 適用除外

次の各号に掲げるものは，適用除外とする。

１ 調査前着工を行ったもののうち写真等の資料により，被災の事実の確認ので

きないもの

２ 災害復旧事業以外の工事施行中に生じた災害に係るもの（この場合の工事施

行中に生じた災害とは，工事請負契約書に記載された着工の日（直営工事にあ

っては，着工届等に記載された着工の日）から竣工検査完了の日までの間に生

じた災害をいう。）
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別 表

諸 経 費 率

区 分 率

建物新築復旧 0％
建物補修復旧 15％

公共土木施設災害復旧工事に
土地復旧（校庭，コート類を含む。）

使用する率
工作物復旧 15％
設備復旧 0％
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様式１－１
公立学校施設災害復旧費現地調査報告書（総括表）

文部科学省
調査官 平成 年 月 日

財務省
（都道府県名）

項 申 請 調 査 結 果

目 学 建 物 建物 工作 土地 設備 小 計 合 計 学 建 物 建物 工作 土地 設備 小 計 合 計
補修 物 (D+E+ 補修 物 (L+M+

全 壊 半 壊 小 計 F+G） 全 壊 半 壊 小 計 N+O )
校 （Ａ＋Ｂ） 校 （Ｉ＋Ｊ）

区 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ (C+H) Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ (K+Ｐ)

分 数 面積 工事費 面積 工事費 面積 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 数 面積 工事費 面積 工事費 面積 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費 工事費

幼 稚 園

小 学 校

中 学 校

義 務 教 育 学 校
学
高等学校

中 等 教 育 学 校
校

特 別 支 援 学 校

大 学

高 等 専 門 学 校
種

共 同 利 用 施 設

教員住宅
別

幼保連携こども園

そ の 他

合 計

地 一 般
域
別 離 島

災
害
別

（注）上段（ ）書は，別紙様式２作成学校分（調査要領第９の５のただし書に該当するもの）を外数で記入する。
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様式１－２

公立学校施設災害復旧費現地調査報告書

文部科学省
調査官 平成 年 月 日

財務省 No.

項 申 請 調 査 結 果

目 建 物 建物 工作 土地 設備 小 計 合 計 建 物 建物 工作 土地 設備 小 計 合 計
補修 物 (D+E+ 学 補修 物 (L+M+

全 壊 半 壊 小 計 F+G） 全 壊 半 壊 小 計 N+O )
（Ａ＋Ｂ） （Ｉ＋Ｊ）

設 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ (C+H) 校 Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ (K+Ｐ)
置 学
者 校 面積 工事 面積 工事 面積 工事 工事 工事 工事 工事 工事費 工事費 面積 工事 面積 工事 面積 工事 工事 工事 工事 工事 工事費 工事費
名 名 費 費 費 費 費 費 費 数 費 費 費 費 費 費 費

（注）上段（ ）書は，別紙様式２作成学校分（調査要領第９の５のただし書に該当するもの）を外数で記入する。
公立学校施設災害復旧費現地調査表記入上の注意事項
１ 申請欄は学校設置者から提出された国庫負担事業計画書（訂正があった場合は訂正後）に記入された面積，工事費をそのまま転記する。
２ 調査結果欄は調査後の面積，工事費を記入する。（新築復旧で上位構造申請の場合の記入は，申請と同一構造として記入する。）
３ 要領第 10経過措置分のうち応急仮設校舎等については，便宜上この様式を用い別葉とし，次の方法により記入する。
ア 応急仮設校舎建設の場合
申請の面積，工事費を申請欄の建物小計Ｃ欄に記入し，調査結果の面積，工事費は調査結果欄の建物小計Ｋ欄を用い記入する。

イ 仮間仕切壁の場合
申請工事費の記入は申請欄の建物補修Ｄ欄に記入し，調査結果の工事費は，調査結果欄の建物補修Ｌ欄に記入する。

４ 上記２及び３の各学校の総計は別葉を用い「公立学校（学校共同利用施設及び教員住宅を含む。）分」の集計数と「応急仮設校舎等分」の集計数を「行」を分け記入する。
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様式２

公立学校施設災害復旧費現地調査報告書

平成 年 月 日
都道府県名 局

設 置 者 名 学 校 名 所 在 地 問
題
点

災 害 原 因 調職
査氏

工 事 概 要 金 額（千円） 官名
申

意
見

請
立職
会氏
官名

調
査
結 意
果 見

※ ※

（注）１ 積算の基礎となる資料を添付すること。
２ 調査結果欄には資料又は調査不十分のため積算不能の場合に記載する必要はない。
３ 問題点に対して調査官及び立会官の意見をそれぞれ順序を配列して対比記載すること。
４ ※欄は空欄にすること。


